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新型コロナウイルス感染症への対応と
その影響等を踏まえた

診療報酬上の取扱いについて

中 医 協 総 － １

２ ． １ ２ ． １ ８
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新型コロナウイルス感染症の
発生状況について



※1

※2
※3

※4

※5
※6
※7

チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から（退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から）、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各
自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実
施人数が確認できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。
PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上
していない県があるため、合計は一致しない。
国内事例には、空港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
一部の都道府県における重症者数については、都府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
空港検疫については、7月29日から順次、抗原定量検査を実施しているため、同検査の件数を含む。なお、空港検疫の検査実施人数等については、公表日の前日の０時時点で計上している。

PCR検査
実施人数(※3) 陽性者数

入院治療等を要する者 退院又は療養解除と
なった者の数 死亡者数 確認中(※4)

うち重症者
国内事例(※1,※5)
（チャーター便帰国
者を除く）

3,787,017 182,326 25,142 618 153,971 2,687 748 
(+45,817) (+2,402) (+49) (+26) (+2,022) (+45) (+102)

空港検疫
365,743 1,701 139

0 1,561 1 0(+2,124) (+8) (+2) (+6)
チャーター便
帰国者事例 829 15 0 0 15 0 0

合計
4,153,589 184,042 25,281 618 155,547 2,688 748 
(+47,941) (+2,410) (+51) (+26) (+2,028) (+45) (+102)

新型コロナウイルス感染症の発生状況

【上陸前事例】括弧内は前日比

PCR検査陽性者
※【 】は無症状病原体保有者数 退院等している者 人工呼吸器又は集中治療室

に入院している者 ※４

死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※１

712※２
【331】 659※３ ０※６ 13※５

※令和2年12月15日24時時点【国内事例】括弧内は前日比

※2

※2 ※6

※6

※7

※１ 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※２ 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※３ 退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※４ 37名が重症から軽～中等症へ改善(うち37名は退院) 
※５ この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した１名がいる。
※６ 新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が１名いる。 3
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※12月9日時点で死亡が確認されている者の数

死亡者数（人）

新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）
（陽性者数・死亡者数）

陽性者数（人）

10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
80代
以上

年齢階級計

計 3637 8992 39125 25526 22901 20614 13121 10905 10131 165185

男 1825 4695 20375 15004 13794 12055 7789 5839 3798 85530
女 1692 4175 18472 10345 8923 8352 5213 4968 6257 68746

注：これらの分析は年齢階級や入退院の状況など陽性者の個別の状況について、都道府県等から厚生労働省が情報を得られたものを集計して
おり、総数は現在当省HPで公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた陽性者数・死亡者数とは一致しない。

【死亡率】
年齢階級別にみた死亡者数の陽性者数に対する割合

死亡率（％）

令和２年12月９日18時時点

10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
80代
以上

年齢階級計

計 0 0 2 6 23 67 194 556 1275 2131
男 0 0 2 5 16 59 157 402 665 1309
女 0 0 0 1 7 8 37 153 606 814

「計」には性別が不明・調査中・非公表の者、「年齢階級計」には年齢階級が不明・調査中・非公表の者を含む。

10
歳

未
満

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

70
代

80
代
以
上

年
齢
階
級
計

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.5 5.1 12.6 1.3

男 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.0 6.9 17.5 1.5

女 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 3.1 9.7 1.2
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新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）
（重症者割合）

重症者割合（％）、重症者数（人）、入院治療等を要する者（人）

注：これらの分析は年齢階級や入退院の状況など陽性者の個別の状況について、都道府県等から厚生労働省が情報を得られたものを集計して
おり、総数は現在当省HPで公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた重症者数とは一致しない。

全体
10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
以上

不明 調査中 非公表

重症者割合
（％）

1.6 0.3 0.0 0.0 0.2 0.5 1.2 3.6 5.1 2.8 0.0 0.0 0.9

重症者数
（人）

235 1 0 1 3 10 25 58 85 49 0 0 3

入院治療等を
要する者
（人）

15013 326 800 2540 1777 1999 2048 1622 1683 1758 115 25 320

令和２年12月９日18時時点

【重症者割合】
年齢階級別にみた重症者数の入院治療等を要する者に対する割合

5



1 4 6 5 41 88 114 288 295 218
577

1630
2779

2541
1355

326 36 26 17 23 19 35 51 159

964
1905

2931
3322

4990
4467

3989
3310

23491830
1758

14991639
1671

1755
1774

2155
2529

4191

55625695
6197

4765

5 3 1 1 102
81

153

223
222

111

33
10

87

151

189
343

538
631

725

631

535

334 378
239 239 224 220 276

334
466

687

9081050
1183

1167

1 3 2 7 2 16 389

652

859
679

815

815 493
319 211 289 247 323 347 570

283

340

770

2244

3880

3261

2824

1987

1903

12731453

12721329
14171524

1550
1508

1594

2116

3063

3910

4232

4372

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

1月
15

日
～

1月
21

日

1月
22

日
～

1月
28

日

1月
29

日
～

2月
4日

2月
5日

～
2月

11
日

2月
12

日
～

2月
18

日

2月
19

日
～

2月
25

日

2月
26

日
～

3月
3日

3月
4日

～
3月

10
日

3月
11

日
～

3月
17

日

3月
18

日
～

3月
24

日

3月
25

日
～

3月
31

日

4月
1日

～
4月

7日

4月
8日

～
4月

14
日

4月
15

日
～

4月
21

日

4月
22

日
～

4月
28

日

4月
29

日
～

5月
5日

5月
6日

～
5月

12
日

5月
13

日
～

5月
19

日

5月
20

日
～

5月
26

日

5月
27

日
～

6月
2日

6月
3日

～
6月

9日

6月
10

日
～

6月
16

日

6月
17

日
～

6月
23

日

6月
24

日
～

6月
30

日

7月
1日

～
7月

7日

7月
8日

～
7月

14
日

7月
15

日
～

7月
21

日

7月
22

日
～

7月
28

日

7月
29

日
～

8月
4日

8月
5日

～
8月

11
日

8月
12

日
～

8月
18

日

8月
19

日
～

8月
25

日

8月
26

日
～

9月
1日

9月
2日

～
9月

8日

9月
9日

～
9月

15
日

9月
16

日
～

9月
22

日

9月
23

日
～

9月
29

日

9月
30

日
～

10
月

6日

10
月

7日
～

10
月

13
日

10
月

14
日

～
10

月
20

日

10
月

21
日

～
10

月
27

日

10
月

28
日

～
11

月
3日

11
月

4日
～

11
月

10
日

11
月

11
日

～
11

月
17

日

11
月

18
日

～
11

月
24

日

11
月

25
日

～
12

月
1日

12
月

2日
～

12
月

8日

確定週別人数

有症者 無症者 症状確認中

新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）
（令和２年12月９日18時時点）
【註1】チャーター機、クルーズ船案件は除く
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注：厚生労働省が把握した個票の積み上げに基づき作成しており、再陽性者については、新たな発症として集計しているため、
総数は現在当省HPで公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた陽性者数とは一致しない。 6
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令和２年12月９日18時時点
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）

※重症から軽～中等症になった者 650名（＋27名） （12月２日との比較）
※日本国籍が確認されている者 28,841名（＋2,336名）、
外国籍が確認されている者 1,589名（＋67名） （12月２日との比較）
※その他は、長崎県のクルーズ船における陽性者数

注：厚生労働省が把握した個票の積み上げに基づき作成しており、再陽性
者については、新たな発症として集計しているため、総数は現在当省HPで
公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた
陽性者数とは一致しない。 7



新型コロナウイルス感染症による医療機関の患者数の変化①（診療種類別）
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（％）

（保険薬局）

※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報及び国民健康保険中央会ホームページの国保連合会審査支払業務統計によるレセプト
の確定件数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。

※２ 総計には、訪問看護療養費が含まれる。

○ レセプト件数の前年同月比で見ると、４月以降、医科、歯科、調剤いずれにおいても、減少が見られるが、
６月には下げ幅に回復がみられた。

診療種類別レセプト件数の前年同月比
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※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報によるレセプト件数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。
※２ 再審査等の調整前の数値。

○ レセプト件数の前年同月比で見ると、４月、５月は、いずれの診療科も減少しているが、小児科、耳鼻咽
喉科の減少が顕著。6月には下げ幅に回復がみられたが、診療科ごとにバラツキがある。

新型コロナウイルス感染症による医療機関の患者数の変化②（医科診療所の診療科別）
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10

新型コロナウイルス感染症の発生状況
を踏まえたさらなる対応について



「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（改訂2020年10月２日）（抜粋）
（国立感染症研究所・国立国際医療研究センター 国際感染症センター）

１ 医療関係者の感染予防策

「②COVID-19と診断または疑われていない患者から感染」することを防ぐためには、COVID-19の疑いに関わらず、原則として以下は常に行
うべきである。

・ 外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保
てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。

・ 医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。
COVID-19が流行している地域では、呼吸器症状の有無に関わらず患者診察時にサージカルマスクを着用することを考慮する。サージカルマ
スクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手
指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。

・ 風邪の症状や発熱のある患者や、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある患者は迅速に隔離し、状況に応じてPCR検査の実施
を考慮する。

強化が必要な感染対策について

○ 「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」（改訂2020年10月２日）や「医療機関における新型コロナ
ウイルス感染症への対応ガイド」第３版において、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮し
て、全ての患者の診療に対して感染予防策の徹底が必要であることが記載されている。
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「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」第３版（抜粋） （日本環境感染学会）
感染対策
１）標準予防策の徹底

新型コロナウイルス感染症に対して、感染対策上基本的に誰もがこのウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療
において、状況に応じて必要な個人防護具（PPE; Personal Protective Equipment）を選択して適切に着用してください。重要なのは、まず
呼吸器衛生/咳エチケットを含む標準予防策の徹底です。

３）外来患者への対応
帰国者・接触者外来を設けていない医療機関にも新型コロナウイルスの感染患者が受診する可能性はあります。（中略）そのため、基本的には
標準予防策を徹底しながら、新型コロナウイルスによる感染例が含まれていても感染を予防できる対応が必要になると思われます。



実際に医療機関で実施している対策について

○ 医療機関の実態として、従来行っていた感染予防策に加え、新型コロナウイルス感染症患者への対応に限らず
以下のような対策を実施している。
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＜全般＞
【施設としての整備】
• 病院への来訪者と入院患者が接触しないように、導線を分

ける
• 事務受付にビニールシートやアクリル板の設置
• 締めておく必要のある扉には、アルコール消毒液を設置
• 送迎バスに、窓開け、間隔開け、運転席との仕切り（ビ

ニールシート）を設置
• 感染予防に関する注意ポスターを各所に掲示

【職員の配置、教育】
• 来訪者の検温、アルコール消毒を促す係員を玄関に配置
• 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修

の実施
• 来訪者には、手指衛生、体温測定、マスクの付け替え、問

診表の記入を依頼

【環境整備作業】
• エレベータに乗った際は、毎回文字盤を消毒

３医療機関に対して、訪問の上、ヒアリング・実地調査を実施した。

＜入院＞
【施設の整備、運用の変更】
• 大部屋は、利用者数を減らして運用
• 食堂の運用を極力減らし、自室での食事とする
• 入院患者が食事をするテーブルは、アクリル板により仕切りを設

ける
• 患者が家族と面会するための部屋（間に仕切りがある）の整備

【患者への教育】
• 入院患者もマスクの着用を徹底
• 発熱している入院患者の導線を分ける

【提供するサービスの変更】
• 集団で行うリハの中止
• これまでリハ室に行って実施していたリハビリも病棟で行うなど、

密を避ける
• オンライン面会の実施
• 入院患者には全例PCR検査を実施
• 入院患者には全例胸部CTを実施

＜外来＞
• 通所リハの患者は、健康チェック表（体温、体調等）を記載して

もらう



○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い 、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、
外来や入院を問わず、全ての患者の診療に対して感染予防策の徹底が必要であること等を踏まえ、特例的に以下
の対応をすることとしてはどうか。（令和３年４月～）

○ なお、この特例的な対応については、令和３年９月末までの間行うこととする。「同年10月以降については、
～延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の措置を単純延長す
ることを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。
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新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応（案）

各医療機関等における感染症対策に係る評価
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全
ての患者の診療等に対して感染予防策の徹底及び施設の運用の変更が求められる状況であり、必要な感染症
対策に対する評価が必要

→ 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第４版」等を参考に、

• 全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮
して患者への対応を実施する

• 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う

• 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う

等の感染予防策を講じることについて、外来診療、入院診療等の際に以下の点数に相当する加算等を算定で
きることとする。

初診・再診（医科・歯科）等については、 １回当たり５点

入院については、入院料によらず、１日当たり10点

調剤については、 １回当たり４点

訪問看護については、 １回当たり50円

そのほか、新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合については、298点を算定
できることとする。
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これまでに実施した特例的対応について



（令和２年４月８日～）
○ 新型コロナウィルスへの感染を疑う患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価し、院内トリアージ実施料（300点/回）を

算定できることとした。
○ 入院を要する新型コロナウィルス感染症患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される診療を評価し、救急医療管理加算（950点/日、特例

的に、14日間まで算定可能）、及び二類感染症入院診療加算（250点/日）を算定できることとした。
（令和２年４月18日～）
○ 重症の新型コロナウイルス感染症患者（※1）について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場合の評価を２倍に引き上げた。
○ 中等症の新型コロナウイルス感染症患者（※2）について、救急医療管理加算の２倍相当（1,900点）の加算を算定できることとした。
○ 医療従事者の感染リスクを伴う診療を評価し、人員配置に応じ、二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を２～４倍算定できることとした。

※1 ＥＣＭＯ（対外式心肺補助）や人工呼吸器による管理等、呼吸器を中心とした多臓器不全に対する管理を要する患者 ※2 酸素療法が必要な患者

（令和２年５月26日～）
○ 重症及び中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、専用病床の確保などを行った上で受け入れた場合、２倍に引き上げた評価をさらに３倍に引
き上げた。また、中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の３倍相当の加算について、15日目以降も算定できることと
した。 ※ 例：特定集中治療室管理料３（平時）9,697点 → 臨時特例（２倍）19,394点 → 更なる見直し（３倍）29,091点

〇 診療報酬上の重症・中等症の新型コロナ患者の対象範囲について、医学的な見地から引き続きＩＣＵ等における管理が必要な者を追加した。
○ 新型コロナウィルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間は、今般の感染症患者に対する特例的な取扱の対象となることを明確化した。
（令和２年９月15日～）
○ 呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症入院患者の診療について、３倍相当の救急医療管理加算をさらに５倍に引き上げた。
（令和２年12月15日～）
○ 6歳未満の乳幼児に対し、小児特有の感染予防策を講じた上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に、医科においては100点、
歯科においては、55点、調剤についても、12点に相当する点数を、特例的に算定できることとした。

○ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院
診療を行った場合の評価を３倍に引き上げた。 ※これまでの臨時特例 二類感染症患者入院診療加算（１倍）250点 → 今回の見直し（３倍）750点

※いずれも、中央社会保険医療協議会において了承
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これまでの新型コロナウイルス感染症への診療報酬上の対応について



新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応

外来における対応外来における対応

新型コロナウイルスへの
感染を疑う患者

B001-2-5
院内トリアージ実施料
（300点/回）

入院における対応入院における対応

A205
救急医療管理加算
（950点/日）入院を必要とする

新型コロナウイルス
感染症患者

A210の２
二類感染症患者入院診療
加算
（250点/日）

○ 必要な感染予防策を講じた上で
実施される外来診療を評価

○ 新型コロナウイルス感染症患者の外来診療及び入院管理について、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」を踏まえた診療報酬上の特例的な対応は、以下のとおり（令和２年４月８日付け事務連絡発出）。

※ 個室又は陰圧室において受け入れた場合については、二類感染症患者療養環境特別加算（200～500点/日）を算定できることを明確化。
※ 感染症病棟及び一般病棟のみで新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることが困難な場合が想定されることを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料を算定する病

棟又は療養病棟入院基本料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合については、それぞれ、在宅患者支援病床初期加算（300点/日）又は
在宅患者支援療養病床初期加算（350点/日）を算定できることを明確化。

○ 入院を必要とする新型コロナウイルス
感染症患者に対する診療を評価

○ 必要な感染予防策を講じた上で実施さ
れる診療を評価

● 特例的に、14日間まで算定
できることとする

感染症病棟、一般病棟

※
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２．「中等症」の新型コロナウイルス感染症患者の治療に係る評価
● 中等症以上の患者（※酸素療法が必要な患者を想定）の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染

を防ぐことが必要

→ 中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算の２倍相当
（約2万円弱）の加算を算定できることとする。

１．「重症」の新型コロナウイルス感染症患者の治療に係る評価
● ＥＣＭＯ（体外式心肺補助）や人工呼吸器（持続陽圧呼吸法（ＣＰＡＰ）等を含む。）による管理等、呼吸器を中心

とした多臓器不全に対する管理を要する患者への診療の評価が必要
→ 特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している重症の新型コロナウイルス感染症患者に

対する治療への評価を２倍に引き上げることとする。※特定の患者についてはより長期間高い評価とす
る。

新型コロナウイルス感染症患者（中等症・重症）の受入れに係る特例的な対応

重症者
(ＥＣＭＯ、
人工呼吸器)

現在

救命救急入院料
(救命救急センター)

102,230円 (3日以内)
～78,970円 (8日～14日以内)

特定集中治療室管理料
(ICU)

142,110円 (3日以内)
～81,180円 (8日～14日以内)

ハイケアユニット
入院医療管理料 (HCU)

6,8550円 (7日以内)
～42,240円 (8日～14日以内)

中等症
(酸素療法) 急性期一般入院基本料

33,000円
～30,320円

見直し後

204,460円
～157,940円

284,220円
～162,360円

137,100円
～84,480円

33,000円
～30,320円

２倍

+ 10,000円
(二類感染症患者

入院診療加算相当)

２倍
+ 10,000円

(同上)

２倍
+ 5,000円

(同上)

+ 2,500円
(同左)

３．医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価
● 医療従事者の感染リスクを伴う診療の評価が必要

→ 人員配置に応じて、追加的に二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を２～４倍算定できる
こととする。 （例：ICUの場合 患者一人当たり約1万円/日）

※１につい
て、簡易
な報告で
柔軟に算
定できる
ようにす
る（２及
び３は届
出不要）

+9,500円
(救急医療管理加算)

+19,000円
(救急医療管理加算)

２倍

4/8に措置済み

+ 2,500円
(二類感染症患者
入院診療加算)

２倍

４倍

４倍
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（令和２年４月１８日付け事務連絡発出）



新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な対応

○ 重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、患者の診療に係
る実態等を踏まえ、特例的に以下の対応をすることとする。（令和２年５月２６日付け事務連絡発出）

１．重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価の見直し（＊１）

● 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場
合の評価を３倍に引き上げる。
※ 例：特定集中治療室管理料３（平時）9,697点 → 臨時特例（２倍）19,394点 → 更なる見直し（３倍）29,091点

● 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の３倍相当（2,850点）の加算を算定で
きることとする。

３．長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価

● 中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の３倍相当の加算について、15日目
以降も算定できることとする。

● 新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入れた医療機関への評価を設ける。

２．重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲の見直し

● 重症患者の対象範囲について、医学的な見地からＩＣＵ等における管理が必要な患者を追加する。

● 中等症患者の対象範囲について、医学的な見地から急変に係るリスク管理が必要な患者（＊２）を追加す
る。

４．疑似症患者の取扱いの明確化

● 新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイ
ルス感染症患者に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化する。

＊１ 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関であること。

＊２ 免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない者を想定。
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新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な対応

○ 新型コロナウイルス感染症入院患者の受入れについて、呼吸不全管理を要する中等症以上の患者に対する診療
及び管理の実態等を踏まえ、特例的に以下の対応を行うこととする。（令和２年９月１５日付け事務連絡発出）

※ 呼吸不全管理を要しない中等症患者について、救急医療管理加算の３倍相当（2,850点）の算定が可能

さらなる診療報酬上の対応

中等症患者のうち、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者について、
救急医療管理加算の５倍相当（4,750点）を算定できることとする。

中等症の患者に対する診療・管理の実態

【重症化早期発見のために】
１日３回のバイタルチェック
一般血液、生化学、尿検査の実施
抗ウイルス薬投与の検討

○ 呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症入院患者に対する診療の評価の見直し

「呼吸不全状態の中等症の患者」の場合

【敗血症・多臓器不全の併発を念頭に】
酸素療法の開始
動脈血液ガス分析・画像検査等の実施
ステロイド薬等の投与を検討
人工呼吸への移行を考慮
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○ 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、小児に対する診療の実態や、新型コロナウイルス感染症から回復した後
の継続的な治療の必要性の観点から、感染が急速に拡大している間、期中における臨時異例の措置として、以下の対
応を行うこととしている（令和２年12月15日付け事務連絡発出）。

○ このうち、小児の外来診療に係る措置については、令和３年９月末まで行う。「同年10月以降については、～同年度
末まで規模を縮小した措置を講じること～を基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、年度前半の
措置を単純延長することを含め、必要に応じ、柔軟に対応する」こととする。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応

１．外来における小児診療等に係る評価
● 感染予防策の実施について、成人等と比較して、

・親や医療従事者と濃厚接触しやすいため（抱っこ、おむつ交換など）、感染経路が非常に多く、感染予防策
の徹底が重要であること

・訴えの聴取等が困難であり、全ての診療等において、新型コロナウイルス感染症を念頭においた対策が必要
であること

などから、より配慮が求められる６歳未満の乳幼児への外来診療等に対する評価が必要

→ 小児特有の感染予防策（※）を講じた上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に

○ 医科においては、100点 （令和３年10月からは、50点）

○ 歯科においては、55点 （令和３年10月からは、28点）

○ 調剤についても、12点 （令和３年10月からは、６点）

に相当する点数を、特例的に算定できることとする。

※ 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019（COVID-19）診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護
者に説明し、同意を得ること。

２．新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援

● 新型コロナウイルス感染症の回復後においても、感染対策を実施するための体制整備が必要

→ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要
な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合の評価を３倍に引き上げる。

※ これまでの臨時特例 二類感染症患者入院診療加算（１倍）250点 → 今回の見直し 二類感染症患者入院診療加算（３倍）750点
20



○ 令和３年度においても、令和２年度予備費等で措置してきた新型コロナウイルス感

染症を疑う患者への外来診療に係る評価（院内トリアージ実施料）及び新型コロナウ

イルス感染症患者に対する入院診療に係る評価（救急医療管理加算、二類感染症患者

入院診療加算、特定入院料等）については、当面の間、継続する。

○ 「令和３年９月末までの間、小児の外来診療等に係る措置及び一般診療等に係る措

置について、初診料及び再診料等に一定の点数を加算する特例的な評価を～行う。令

和３年10月以降については、前者の措置に関しては同年度末まで規模を縮小した措置

を講じること、後者に関しては延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地

域医療の実態等を踏まえ、年度前半の措置を単純延長することを含め、必要に応じ、

柔軟に対応する。」

令和３年度における新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の対応について
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参考資料
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新型コロナウイルス感染症による医療機関の収入の変化①（診療種類別）
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（％）

○ レセプト点数の前年同月比で見ると、４月は医科、歯科において減少が見られ、５月には調剤も含め更に減少している。
６月には下げ幅に回復がみられた。

（保険薬局）

診療種類別総点数の前年同月比

※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報及び国民健康保険中央会ホームページの国保連合会審査支払業務統計によるレセプト
の確定点数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。

※２ 総計には、食事・生活療養費、訪問看護療養費が含まれる。 23



※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報による点数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。
※２ 再審査等の調整前の数値。

新型コロナウイルス感染症による医療機関の収入の変化②（医科診療所の診療科別）
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○ レセプト点数の前年同月比で見ると、４月以降は、いずれの診療科も減少しているが、耳鼻咽喉科、小
児科の減少が顕著。 6月には下げ幅に回復がみられたが、診療科ごとにバラツキがある。

医科診療所の診療科別レセプト点数の前年同月比
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（％）
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ①

【診療報酬の算定について】
○ 患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬

の減額措置を行わないこととした。

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴

い、看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数について
は、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。

（３）看護配置の変動に関する取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。

（４）DPC対象病院の要件等の取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準

を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ

せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。

（６）研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施

を延期することができることとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ②

（７）電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて
慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処

方箋情報が送付される場合、電話等再診料等を算定できることとした。（外来診療料も同様の取扱い。）
また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を

支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。
さらに、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、管理料等を算定していた患者に対しては、「情報通信機器を用い

た場合」の管理料を算定できることとした。
調剤報酬においては、上記の場合であって、当該処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を

行った場合、調剤技術料等を算定できることとした。

（８）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料

の届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。

（９）ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける取扱い
令和２年３月31日までの期間において、医療資源を最も投入した病名が新型コロナウイルス感染症であった症例については、

包括評価の対象外とした。

（10）外来における対応について
必要な感染予防策を講じた上で実施する外来診療について、受診の時間帯によらず、院内トリアージ実施料を算定できること

とした。

（11）入院における対応について
新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者（入院基本

料又は特定入院基本料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定しているものに限る。）について、救急医療管理
加算１を算定できることとした。また、その際、最長14日算定できることとした。

さらに、必要な感染予防策を講じた上で実施する新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、第二種感染症指定医療
機関の指定の有無に関わらず、二類感染症患者入院診療加算を算定できることとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ③

（12）初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
時限的・特例的な対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料214点

（歯科については185点）を算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、又は、ファクシミリ等で処方箋情報
を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定できることとした。

また、保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指
導を行う場合について、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を、（その他の要件を満たした場合）薬剤服用歴管理指導
料等を算定できることとした。

さらに、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、電話や情
報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等を算定していた
患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、月１回に限り147 点（歯
科については55点）を算定できることとした。

（13）重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、ICU等における管

理が必要な重症の新型コロナウイルス感染症患者については、２倍の点数を算定できることとした。

また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療
室管理料等を算定できることとした。

（１） 急性血液浄化（腹膜透析を除く。）を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当

する患者 21 日

（２） 体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の患者 35 日
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ④

（14）患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
中等症（酸素吸入が必要な状態や急変に係るリスク管理が必要な患者）の新型コロナウイルス感染症患者については、14 日

を限度として１日につき救急医療管理加算１の100 分の200 に相当する点数（1,900 点）を算定できることとした。

また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じ
て、

１日につき別に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとした。

さらに、新型コロナウイルス感染症から回復した後の転院先においても算定できることとした。

（15）在宅医療における対応について
必要な感染予防策を講じた上で実施する往診等について、院内トリアージ実施料を算定できることとした（訪問看護につい

ては、特別管理加算を算定できることとした。）。

また、定期的な訪問を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問できず、

代わりに電話等を用いて診療等を実施した場合には、患者等に十分に説明し同意を得た上で、在宅時医学総合管理料等（※）

を算定できることとした（訪問看護については、訪問看護管理療養費、訪問薬剤管理指導については、薬剤服用歴管理指導料

の「１」の点数を算定できることとした。）。

※ なお、令和２年４月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪

問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在宅時医学総合管理料等を算定できることとした。

（16）専用病床の確保などを行った上で患者の受入れを行う医療機関における診療について
重症の新型コロナウイルス感染症患者の診療について、２倍に引き上げた点数をさらに３倍に引き上げた。

また、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療について、救急医療管理加算１の100分の200に相当する点数（1,900

点）に引き上げた点数をさらに100分の300（2,850点）に引き上げるとともに、15日目以降も算定できることとした。

（17）疑似症患者の取扱いの明確化について
新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイルス感染症患者

に対する特例的な取扱いの対象となることを明確化することとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ⑤

（18）新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な

取扱いについて
臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、次のとおりとした。（以下、「対象医療機関等」という。）

ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等

イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等

ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等

エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等

また、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を
実施すべき区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。

なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

※ 訪問看護ステーションについても、同様の取扱いとする。

さらに、対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該要件
を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとした。また、対象医
療機関等に該当しなくなった後の取扱いとして、

①対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間

を遡及して実績を求める対象とする期間とする

②対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機

関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる

こととした。

（19）呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者の診療について
中等症Ⅱ※（呼吸不全状態の患者）以上の臨床像の患者については、１日につき救急医療管理加算１の100 分の500に相当

する点数（4,750 点）を算定できることとした。
※「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き（第３版）（令和２年９月４日発行）」に記載されている中等症Ⅱと同等の状態の患者を想定
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ⑥

（20）小児の外来における対応について
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを

勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとした。

なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明
し、同意を得ることとした。

（１） 保険医療機関において、６歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で

診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療

料」又は「B001-2-11 小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、

「A000 初診料」注６に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001 再診料」注12に規定する「地域包括診療

加算１」に相当する点数を合算した点数（100点）をさらに算定できることとした。

（２） 保険医療機関において、６歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で

診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる

加算に加えて、「A000 初診料」注５に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「A002 再診料」注３に規定する

「乳幼児加算」に相当する点数及び「A002 再診料」注８に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算２」に相当する

点数を合算した点数（55点）をさらに算定できることとした。

（３） 保険薬局において、６歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた

上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場
合、

現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注８に規定する「乳幼児服薬指導加算」に

相当する点数（12点）をさらに算定できることとした。

（21）転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染

予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、
二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数（750点）を算定できることとした。
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※赤字部分：
12月15日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その31）」より引用



新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ⑦

【SARS-COV-2（新型コロナウイルス）核酸検出等について】

○ ＰＣＲ検査の保険適用について
新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目的として行った場合又は

新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的としたＰＣＲ検査を実施した
場合に、医療保険を適用できることとした（あわせて、ＤＰＣ病院や特定機能病院においてＰＣＲ検査を実施した場合に出来高で
算定できることとした。また、①療養病棟入院基本料等を算定する場合②介護老人保健施設等に入所等している場合③入院中以外
において一部の医学管理等を算定する場合に、DPC病院等における取扱いと同様、出来高で算定できることとした。）。

○ 抗原検査の保険適用について
新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目的として抗原検査を実施

した場合に、医療保険を適用できることとした。（あわせて、ＤＰＣ病院や特定機能病院において抗原検査を実施した場合に出来
高で算定できることとした。また、①療養病棟入院基本料等を算定する場合②介護老人保健施設等に入所等している場合③入院中
以外において一部の医学管理等を算定する場合に、DPC病院等における取扱いと同様、出来高で算定できることとした。）。

○ 無症状の患者に対する核酸検出について
SARS-COV-2（新型コロナウイルス）核酸検出を、無症状の患者に対して、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる

ことを明確化した。

○ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の
保険適用について

新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目的として行った場合又は
新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的としたウイルス・細菌核酸多
項目同時検出又はSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合に、医療保険を適用できることとした（あわせて、
ＤＰＣ病院や特定機能病院においてウイルス・細菌核酸多項目同時検出又はSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施し
た場合に出来高で算定できることとした。また、①療養病棟入院基本料等を算定する場合②介護老人保健施設等に入所等している
場合③入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合に、DPC病院等における取扱いと同様、出来高で算定できることとし
た。）。
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※赤字部分：
11月11日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その30）」より引用
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【その他】

○ 医療機関の開設に伴う保険医療機関の指定について
保険医療機関の指定について迅速かつ柔軟に対応することとし、指定期日について、当該医療機関の開設日に遡って指定を認め

ることとした。

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設について
保険医療機関の指定を受けた臨時の医療施設についても、診療報酬の算定方法に基づき算定することとした。

○ 診療・検査医療機関の診療時間に関する取扱いについて
保険医療機関が診療・検査医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて発熱患者等の診療等を実施する等、

当該保険医療機関における診療時間を変更を要する場合であっても、当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定
される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えないこととした。
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※赤字部分：
10月30日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その29）」より引用
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2021（令和３）年度薬価改定の骨子（案） 

 
第１ 基本的考え方 

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（平成 28 年 12 月 20 日内閣官房
長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定）において「市場
実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、（中略）薬価改定
を行う。そのため、（中略）価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」
とされ、また、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和 2 年 7 月 17 日
閣議決定）においては「2021 年度の薬価改定については、骨太方針 2018 等
の内容に新型コロナウイルス感染症による影響も勘案して、十分に検討し、決
定する」こととされている。 

これを踏まえて、今般決定された「毎年薬価改定の実現について」（令和２
年 12 月 17 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意）に基づき、以下
のとおり 2021 年度薬価改定を行うこととする。 

 
○薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、

財務大臣、厚生労働大臣決定)（抄） 
「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立し、国民が恩恵を受ける「国民負

担の軽減」と「医療の質の向上」を実現する観点から、薬価制度の抜本改革に向け、PDCA を重視し
つつ、以下のとおり取り組むものとする。 
（２）市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査

を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。 
そのため、現在２年に１回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者

等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。 
 
○薬価制度の抜本改革について 骨子(平成 29 年 12 月 20 日中医協了承)（抄） 

対象品目の範囲については、平成 33 年度（2021 年度）に向けて、安定的な医薬品流通が確保され
るよう、国が主導し、単品単価契約、早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通
改善に取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の軽減の観
点から、できる限り広くすることが適当である。 
 
○経済財政運営と改革の基本方針 2020（令和２年７月 17 日閣議決定）（抄） 

本年の薬価調査を踏まえて行う 2021 年度の薬価改定については、骨太方針 2018 等の内容に新型コ
ロナウイルス感染症による影響も勘案して、十分に検討し、決定する。 

 
【参考】経済財政運営と改革の基本方針 2018(平成 30 年 6 月 15 日閣議決定) （抄） 

毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019 年度、2020 年度においては、全品目の薬価改定
を行うとともに 2021 年度における薬価改定の対象範囲について、この間の市場実勢価格の推移、
薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経営への影響等を把握した上で、2020 年中にこれ
らを総合的に勘案して、決定する。 

 
○毎年薬価改定の実現について（令和２年 12 月 17 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意） 

毎年薬価改定の初年度である令和３年度薬価改定について、令和２年薬価調査に基づき、以下のと
おり実施する。 

 

中医協 薬－１ 
２ .１２ .１８ 

中医協 総－2 
２ .１２ .１８ 
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改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが適当である状況の
もと、平均乖離率８％の 0.5 倍～0.75 倍の中間である 0.625 倍（乖離率５％）を超える、価格乖離の
大きな品目を対象とする。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17 日）に基づき、新型コロナウイル
ス感染症による影響を勘案し、令和２年薬価調査の平均乖離率が、同じく改定半年後に実施した平成
30 年薬価調査の平均乖離率を 0.8％上回ったことを考慮し、これを「新型コロナウイルス感染症によ
る影響」と見なした上で、「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を 0.8％分緩和する。 

 
 

第２ 具体的内容 
１．対象品目及び改定方式 

改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からできる限り広くする
ことが適当である状況のもと、平均乖離率（8.0％）の 0.5 倍～0.75 倍の中間
である 0.625 倍（乖離率 5.0％）を超える、価格乖離の大きな品目を対象とす
る。 

また、「経済財政と改革の基本方針 2020」に基づき、新型コロナウイルス
感染症による影響を勘案し、令和２年薬価調査の平均乖離率が、同じく改定
半年後に実施した平成 30 年薬価調査の平均乖離率を 0.8％上回ったことを考
慮し、これを「新型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、「新
型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を 0.8％分緩和する。 

※薬剤流通への影響を緩和するもの 

具体的には、市場実勢価格加重平均値調整幅方式により、以下の算出式で
算定した値を改定後薬価とする。 

 
 
 
 
 
 

 
２．適用する算定ルール 

2021 年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとおり
とする。 

（１）基礎的医薬品 
※ 令和２年度改定の際に基礎的医薬品とされた品目について適用する。 
※ ただし、個別品目に係る乖離率の要件（全ての既収載品の平均乖離率以下）を満た

さない品目については、対象としない。 

＜算出式＞ 

 

新薬価 ＝                   ×                ＋ 調整幅 ＋ 一定幅 

 

ただし、改定前薬価（税込み）を上限とする。 

医療機関・薬局への販売

価格の加重平均値（税抜

の市場実勢価格） 

１＋消費税率 
（地方消費税分含む） 

※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額 
※ 一定幅は、改定前薬価の 0.8/100 に相当する額 
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（２）最低薬価 

（３）新薬創出・適応外薬解消等促進加算（加算のみ） 
※ ただし、令和２年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目に

ついては、同加算の対象としない。 
※ 企業区分が定められていない場合（令和２年度改定後に、初めて新薬創出等加算の

対象品目が収載された企業の場合）は、企業指標点数を算出し、令和２年度改定の際
の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を判断する。 

※ 加算の計算方法にある 2/100 は、2.8/100 として計算する。 

（４）後発品等の価格帯 
※ 改定の対象品目について、令和２年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用

する。 
 
３．その他の取扱い 

上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、以下のとおり取扱うこ
ととする。 

（１）規格間の価格逆転防止 
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生

じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。 

（２）今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目 
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ

し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。 

（３）「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い 
再算定の対象品の選定など、「薬価改定」を区切りとして品目を選定する

規定において、2021 年度薬価改定は、当該規定でいう「薬価改定」には含
めない。 

 

第３ その他 
今後の薬価改定に向け、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの

推進」を両立し、国民が恩恵を受ける「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」
を実現する観点から、既収載品目に係る算定ルールの適用の可否等も含め検討
を行う。 

以上 



2021年度薬価改定の骨子（案） 参考資料

中医協 薬－１参考
２ ． 1 2 ． 1 8

中医協 総－２参考
２ ． 1 2 ． 1 8



毎年薬価改定の初年度である令和３年度薬価改定について、令和２年薬価調査に
基づき、以下のとおり実施する。

改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが
適当である状況のもと、平均乖離率８％の0.5倍～0.75倍の中間である0.625倍
（乖離率５％）を超える、価格乖離の大きな品目を対象とする。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日）に基づき、
新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し、令和２年薬価調査の平均乖離率が、
同じく改定半年後に実施した平成30年薬価調査の平均乖離率を0.8％上回ったこと
を考慮し、これを「新型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、「新
型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を0.8％分緩和する。
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毎年薬価改定の実現について
（令和２年12月17日 内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意）



薬価調査結果の速報値

項目 2015 2017 2018（中間年） 2019 2020（今回）

平均乖離率 8.8％ 9.1％ 7.2％ 8.0％ 8.0％

回収率
（）内は調査客体数

72.3％
（6,280客体）

79.2％
（6,291客体）

85.0％
（6,153客体）

87.1％
（6,474客体）

86.8％
（4,259客体）

※ 妥結率は、価格妥結状況調査の結果による。

項目 2015 2017 2018（中間年） 2019 2020（今回）

妥結率※
（薬価ベース）

97.1% 97.7% 91.7% 99.6% 95.0%
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中医協 薬－１－２
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中医協におけるこれまでの意見（まとめ）
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【改定対象範囲について】
「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」では、「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」とされていることから、対象品
目は限定するべきであり、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関等の経営への影響を最小限にするためにも、平均乖離率
の2倍以上の品目に限定すべきである。
「薬価制度の抜本改革について 骨子」では、対象品目の範囲については、「国民負担の軽減の観点から、できる限り広くすることが
適当」とされていることから、平均乖離率の0.5倍や0.25倍など１倍以下の品目についても改定対象に加える必要がある。また、乖
離率のみでなく乖離額にも着目したり、新薬・長期収載品・後発医薬品のカテゴリーごとに改定対象の基準を設定するなどして、偏
りが出ないようにすべきである。

【新型コロナウイルス感染症による影響の勘案について】
医薬品卸・医療機関・薬局等の経営への影響や新型コロナウイルス感染症による影響を勘案すべきである。

【薬価改定の適用ルールについて】
市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するという中間年改定の趣旨や、企業の予見性の観点から、適用する
ルールは実勢価改定に連動するルールのみ適用すべきである。
中間年においても、実勢価改定に連動しないルールについても適用すべきである。

中医協 薬－１
２．１２．１４



2021年度薬価改定による医療費への影響と改定対象品目数

改定方法 影響額※１ 対象品目数
新薬※４ 長期収載品 後発品 その他の品目

(昭和42年以前収載)うち新創加算対象

平均乖離率の0.625倍
超を改定
薬価の削減幅を0.8％
分緩和

▲4,300億円 12,180品目
【69%】

1,350品目
【59％】

240品目
【40%】

1,490品目
【88%】

8,200品目
【83%】

1,140品目
【31%】

※１ 令和３年度予算ベース
※２ 【 】は各分類ごとの品目数全体に対する割合
※３ 仮に薬価の削減幅を0.8％分緩和せずに全品（17,550品目）を改定した場合の実勢価改定影響額を機械的に算出すると▲4,900億円
※４ 後発品のない先発品を指す
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第３章 「新たな日常」の実現
４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
（１）「新たな日常」に向けた社会保障の構築
① 「新たな日常」に対応した医療提供体制の構築等

(柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築)
（略）
また、本年の薬価調査を踏まえて行う2021年度の薬価改定については、
骨太方針2018等の内容に新型コロナウイルス感染症による影響も勘案して、
十分に検討し、決定する。

経済財政運営と改革の基本方針2020（抄）（令和２年７月17日閣議決定）



薬価制度の抜本改革に向けた基本方針

昨今、革新的かつ非常に高額な医薬品が登場しているが、こうした医薬品に
対して、現在の薬価制度は柔軟に対応できておらず、国民負担や医療保険財
政に与える影響が懸念されている。
「国民皆保険の持続性」と「イノベーションの推進」を両立し、国民が恩恵を受
ける「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現する観点から、薬価制度
の抜本改革に向け、ＰＤＣＡを重視しつつ、以下のとおり取り組むものとする。

１．薬価制度の抜本改革

（１）保険収載後の状況の変化に対応できるよう、効能追加等に伴う一定
規模以上の市場拡大に速やかに対応するため、新薬収載の機会を最大限
活用して、年４回薬価を見直す。

（２）市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全
品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在２年に１回行われている薬価調査に加え、その間の年に
おいても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目
(注)について薬価改定を行う。
（注）具体的内容について、来年中に結論を得る。
また、薬価調査に関し、調査結果の正確性や調査手法等について検証
し、それらを踏まえて薬価調査自体の見直しを検討し、来年中に結論を得る。

（３）革新的新薬創出を促進するため、新薬創出・適応外薬解消等促進
加算制度をゼロベースで抜本的に見直すこととし、これとあわせて、費用対効
果の高い薬には薬価を引き上げることを含め費用対効果評価を本格的に導
入すること等により、真に有効な医薬品を適切に見極めてイノベーションを評
価し、研究開発投資の促進を図る。

なお、費用対効果評価を本格的に導入するため、専門的知見を踏まえ
るとともに、第三者的視点に立った組織・体制をはじめとするその実施のあ
り方を検討し、来年中に結論を得る。

２．改革とあわせた今後の取組み

（１）薬価算定方式の正確性・透明性を徹底する。具体的には、製薬企
業にとって機密性の高い情報に配慮しつつ、薬価算定の根拠の明確化や
薬価算定プロセスの透明性向上について検討し、結論を得る。また、特に
高額医薬品等について、制度の差異を踏まえつつ外国価格をより正確に
把握するなど、外国価格調整の方法の改善を検討し、結論を得る。

（２）薬価制度の改革により影響を受ける関係者の経営実態についても
機動的に把握し、その結果を踏まえ、必要に応じて対応を検討し、結論を
得る。

（３）我が国の製薬産業について、長期収載品に依存するモデルから、より
高い創薬力を持つ産業構造に転換するため、革新的バイオ医薬品及び
バイオシミラーの研究開発支援方策等の拡充を検討するとともに、ベン
チャー企業への支援、後発医薬品企業の市場での競争促進を検討し、
結論を得る。

（４）安定的な医薬品流通が確保されるよう、経営実態に配慮しつつ、流
通の効率化を進めるとともに、流通改善の推進、市場環境に伴う収益構
造への適切な対処を進める。特に、適切な価格形成を促進するため、単
品単価契約の推進と早期妥結の促進について効果的な施策を検討し、
結論を得る。

（５）評価の確立した新たな医療技術について、費用対効果を踏まえつつ
国民に迅速に提供するための方策の在り方について検討し、結論を得る。

（平成28年12月20日、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定）
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2．毎年薬価調査、毎年薬価改定
＜薬価調査の対象範囲＞
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、２年に１度の薬価改定の間の年度
（薬価改定年度）において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査対象を抽出し、全品目の薬価
調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。

＜対象品目の範囲＞
○ 対象品目の範囲については、平成33年度（2021年度）に向けて※、安定的な医薬品流通が確保され
るよう、国が主導し、単品単価契約、早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通改
善に取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の軽減の観点か
ら、できる限り広くすることが適当である。

*平成31年（2019年）は、消費税率の引上げが予定されており、全品目の薬価改定が行われるため、薬価改定年度の最初の年は平成33
年度（2021年度）となる。

○ 平成30年度（2018年度）から平成32年度（2020年度）までの３年間継続して、全品目の薬価改定
が行われることから、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経
営への影響等を把握した上で、平成32年（2020年）中にこれらを総合的に勘案して、具体的な範囲を
設定する。

薬価制度の抜本改革について 骨子

（参考） 対象品目の範囲と医療費への影響（試算※）

ア）平均乖離率2.0倍以上（約31百品目、全品目の約２割） ▲500～800億円程度

イ）平均乖離率1.5倍以上（約50百品目、全品目の約３割） ▲750～1,100億円程度

ウ）平均乖離率1.2倍以上（約66百品目、全品目の約４割） ▲1,200～1,800億円程度

エ）平均乖離率１倍超 （約81百品目、全品目の約５割） ▲1,900～2,900億円程度

※ これまでの2年分の価格乖離の1/2～3/4が
薬価改定年度に発生するものと仮定して、
27年度の薬価調査実績に基づき試算

平成29年12月20日
中央社会保険医療協議会

7



「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針2018）」（抄）
（平成30年6月15日閣議決定）

「毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019年度１、2020年度２においては、全品目の薬価改定を
行うとともに2021年度３における薬価改定の対象範囲について、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状
況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経営への影響等を把握した上で、2020年中にこれらを総合的に勘案して、
決定する。」
1 2019年度は、消費税率引上げが予定されている年度。
2 2020年度は、２年に１度の薬価改定が行われる年度。
3 2021年度は、最初の（毎年）薬価改定年度（２年に１度の薬価改定の間の年度）。

「経済財政運営と改革の基本方針2019（骨太の方針2019）」（抄）
（令和元年6月21日閣議決定）

「イノベーションの推進を図ること等により、医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造に転換するとともに、「薬価
制度の抜本改革に向けた基本方針」に基づき、国民負担の軽減と医療の質の向上に取り組む。こうした観点か
ら、前回の薬価改定で引き続き検討することとされた課題182等について結論を得、着実に改革を推進する。また、
医薬品開発の促進に資する薬事規制の合理化を進める。」
182 医薬品等の費用対効果評価における迅速で効率的な実施に向けた見直しや、その体制等を踏まえた実施範囲・規模の拡大、新薬創出等加

算対象品目を比較薬とする場合の薬価算定の見直し、効能追加等による革新性・有用性の評価の是非、長期収載品の段階的な価格引き
下げ開始までの期間の在り方、2021 年度における薬価改定の具体的な対象範囲の2020 年中の設定。

経済財政運営と改革の基本方針2018・2019
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第 23 回医療経済実態調査について 

 

 

○ 第 23 回調査の実施について 

第 23 回調査の実施に向けた調査設計に係る議論が必要であり、調査実施

小委員会を開催し、議論を開始することとしてはどうか。 

 

＜調査実施小委員会での議論の進め方（案）＞ 

◎ 事務局から主な論点を提示 

・ 調査項目の見直し（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

経営実態の把握方法） 

・ 有効回答率の向上策 

◎ 議論を踏まえ、事務局から実施案等を提示 

 

＜スケジュール（案）＞ 

 

令和２年 12 月 18 日 

 

令和３年１月～ 

 

 

 

令和３年７月 

 

令和３年 11 月中旬 

○ 総会（調査実施に向けた検討） 

 

○ 調査実施小委（調査実施に向けた検討開始） 

 

（実施案等の提示・調査の内容の了承） 

 

○ 調査月 

 

○ 調査実施小委員会・総会（調査結果の報告） 

  

中 医 協  総 － ３ 

２ ． １ ２ ． １ ８ 



 

2 
 

 

 

（参考）医療経済実態調査について 

 

 

１ 調査目的等 

 ○ 「医療機関等調査」及び「保険者調査」の２調査で構成。 

 

 ○ 「医療機関等調査」・・・病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局にお

ける医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整

備することを目的とする。 

 

 ○ 「保険者調査」・・・医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保

険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。 

 

 ○ 昭和 42 年から実施され、昭和 63 年の中央社会保険医療協議会全員懇談会の

申し合わせにより、２年に１度実施することとされている。 

 

 

２ 統計法上の位置づけ 

  統計法に規定する一般統計調査に該当し、あらかじめ総務大臣の承認を得る必

要がある。 
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